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十和田市の給与・定員管理等について 

 
１ 総括 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 
 
 
 
 
 
 
 
  （注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 
     ２ 職員数は、平成 18年４月１日現在の人数です。 
 

(3) 特記事項  平成 17 年 1 月 1日に旧十和田市及び旧十和田湖町が新設合併により、 
新十和田市となっています。 

       
(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100とした場合の地方公務員の給与水 

準を示す指数です。 
     ２ 類似団体平均とは人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものです。 

区分 住民基本台帳人口 

（18年度末） 

歳出額 

(Ａ) 

実質収支 人件費 

(Ｂ) 

人件費率 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

17年度人件費率

18年度 
       人 

       67,419  

千円

27,531,881

      千円

      843,955

千円

4,398,247

      ％ 

16.0 

      ％

15.8

給与費  

区分 

 

職員数 

(Ａ) 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ) 

一人当たり 

給与費 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

類似団体平均 

一人当たり給与費

18年度 
  人 

457 

   千円 

1,952,383 

千円

257,163

千円

764,248

千円

2,973,794

千円 

6,507 

 

千円

6,333 
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(H19) 

94.9 
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96.9 

(H14) 

101.2 

(H19) 

97.9 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在） 
①一般行政職 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ②技能労務職 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。 

 ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に

一致しているものではありません。 

 ※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与額を 12倍したものに、

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の

額を加えた試算値です。 

 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

十和田市      43.0  歳     331,947  円    380,212   円    357,870   円 

青森県     44.1   歳    352,500   円    420,493   円    387,826   円 

国     40.7   歳    325,724   円     ―    383,541   円 

類似団体     43.8    歳    343,951   円    408,150   円    376,934   円 

公務員 民間 参考

区分 
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額

(Ａ) 

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均給与月額

(Ｂ) 
Ａ／Ｂ

十和田市 53.4 歳 60 人 378,220 円 402,733 円 397,762 円 ― ― ― ― 

うち用務員 51.8 歳 31 人 364,045 円 387,069 円 385,189 円 用務員 53.9 歳  227,200 円 1.70

うち自動車運転手 53.0 歳 13 人 377,077 円 424,745 円 398,054 円
自家用乗用自

動車運転者 
49.3 歳  196,800 円 2.16

 

うちその他技能労務職 54.8 歳 16 人 406,613 円 426,448 円 421,883 円 ― ― ― ― 

青森県 46.2 歳 589 人 318,900 円 364,077 円 344,585 円 ― ― ― ― 

国 48.8 歳 5,193 人 287,094 円 ― 320,514 円 ― ― ― ― 

類似団体 48.0 歳 63 人 313,225 円 346,246 円 330,862 円 ― ― ― ― 

 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 
区分 

公務員 
(Ｃ) 

民間 
(Ｄ) 

Ｃ／Ｄ 

十和田市   6,675,449 円    ―  円     ― 

うち用務員   6,405,920 円  3,284,300 円 1.95 

うち自動車運転手   6,988,468 円   2,554,300 円 2.74 

 

うちその他技能労務職   7,078,340 円    ―   円     ― 
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③教育職 
 
 
 
 
 
 ※青森県及び類似団体については、小・中学校（幼稚園）教育職の数値です。 

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成 19 年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

す。 

   ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明

らかにされているものです。 

      また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特

殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算

したものです。 

 
 

(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 一般行政職のみ国と比較しています。 

※ 該当者がいない場合は「―」としています。 

 
 
(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 該当者がいない場合は「―」としています。 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

十和田市       47.3 歳    452,125 円    492,888  円 

青森県     43.2  歳    379,400 円    427,188  円 

類似団体     44.4  歳    348,004 円 372,712 円 

区分 十和田市 青森県 国 

大学卒      170,200   円      166,796   円      170,200   円 一般行政職 

高校卒     138,400   円      135,632   円     138,400   円 

高校卒     134,000   円      131,320   円      ―    円 技能労務職 

中学卒        ―   円      119,609   円      ―    円 

大学卒     190,500   円      186,690   円      ―    円 教育職 

高校卒        ―   円        ―   円      ―    円 

区分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 

大学卒       246,260  円     295,640   円       360,000   円 一般行政職 

高校卒     224,000   円     251,433   円      302,667    円 

高校卒      ―   円      ―   円       ―   円 技能労務職 

中学卒      ―   円      ―   円       ―   円 

大学卒      ―   円      ―   円       ―   円 教育職 

高校卒      ―   円      ―   円       ―   円 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （注）１ 十和田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 昇給への勤務成績の反映状況 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 主事     50   人    13.4 ％

２級 主査     79   人    21.1 ％

３級 主任主査     41   人      11.0 ％

４級 係長     72   人    19.2 ％

５級 課長補佐     86   人    23.0 ％

６級 課長     35   人     9.4 ％

７級 部長     11   人     2.9 ％

１．勤務成績の評定の実施状況 
  毎年、課長補佐級以下の職員を被評定者として勤務成績の評定を実施しています。 
  なお、能力評価と業績評価（目標管理）による新たな人事評価について、平成 20年度
に係長級以上の職員を対象として、第１次試行を実施する予定です。 

 
２．昇給への勤務成績の反映状況 
  勤務成績評定結果の昇給への反映は実施していません。 

１級 13.4 １級 14.9

２級 21.1 ２級 18.6

３級 11.0 ３級 10.4

４級 19.2 ４級 20.7

５級 23.0 ５級 23.2

６級 9.4 ６級 9.3

0%

10%
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40%
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平成19年の構成比 １年前の構成比

7級 2.9 7 級 2.9 
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４ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

（注） （ ）内は再任用職員に係る支給割合です。 

 
【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 退職手当（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （注）退職手当の１人当りの平均支給額は、平成 18年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

十和田市 青森県 国 

１人当たり平均支給額（18年度） 

        1,691     千円 

１人当たり平均支給額（18年度）

         1,886     千円

       ― 

(18年度支給割合) 

期末手当    勤勉手当 
  3.00 月分   1.45 月分 
（ 1.60）月分 （ 0.75）月分 

(18年度支給割合) 

 期末手当    勤勉手当 
  3.00 月分   1.45 月分 
（ 1.60）月分 （ 0.75）月分 

(18年度支給割合) 

期末手当    勤勉手当 
  3.00 月分    1.45 月分 
（ 1.60）月分 （  0.75）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算 5~20％加算 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算  5~20％加算 
 管理職加算 10～25%加算 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算  5~20％加算 
 管理職加算 10～25%加算 

１．勤務成績の評定の実施状況 
  毎年、課長補佐級以下の職員を被評定者として勤務成績の評定を実施しています。 
  なお、能力評価と業績評価（目標管理）による新たな人事評価について、平成 20 年度
に係長級以上の職員を対象として、第１次試行を実施する予定です。 

 
２．昇給への勤務成績の反映状況 
  勤務成績評定結果の成績率への反映は実施していません。 
 

十和田市 国 

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 20 年            23.50  月分    30.55 月分

勤続 25 年            33.50  月分    41.34 月分

勤続 35 年            47.50  月分    59.28 月分

最高限度額            59.28  月分    59.28  月分

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置 2～20％加算 

1 人当たり平均支給額  2,561 千円      25,401 千円 

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 20 年            23.50  月分    30.55 月分

勤続 25 年            33.50  月分    41.34 月分

勤続 35 年            47.50  月分    59.28 月分

最高限度額            59.28  月分    59.28  月分

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置 2～20％加算 
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 (3) 地域手当（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
（２２年度の制度完成時） 
 
 
 
 
 （注）国の制度では、平成 22年度での完成を目指して、平成 18年度から 

支給率を段階的に引上げることとしています。 
 
 

(4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 
   ※平成 18 年度に見直し（一部廃止、支給要件の改正）を行い、19 種類あった手当が平成 19 年４

月から 11種類になりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支給実績（18 年度決算）               23,950  千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算）                725,746   円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

医師      12  ％ 33 人      12 ％ 

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率） 

医師      15  ％      15  ％

                   196,545  千円

医師職              130,421   千円

医療技術職             2,929  千円

看護・保健職                       57,897   千円

支給実績（18 年度決算） 

 

その他の職員                        5,298   千円

                    444,672   千円

医師職                          3,835,898   円

医療技術職                          69,736     円

看護・保健職                        255,054     円

支給職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 

 

その他の職員             38,116     円

職員全体に占める手当支給職員の割合（18 年度） 48.8    ％

手当の種類（手当数） 11 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

感染症防疫作業手当 感染症防疫に従事する

職員 

感染症患者若しくは

感染症の病原体の付

着の危険がある物件

の処理作業に従事し

たとき 

日額 290 円 

福祉業務手当 健康福祉部福祉課に勤

務する職員 

生活保護に関する現

業事務 
日額 230 円 

市税徴収手当 職員 専ら市税の徴収事務

（滞納処分を含む。）

に従事したとき 

日額 210 円 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

診療手当 月額 100,000 円～420,000 円 

救急手当（正規の勤務

時間以外の時間又は

休日に勤務を命ぜら

れ、緊急を要する診療

に従事したとき） 

１件につき 500 円～5,000 円又は 

手術料等の 20％（60,000 円限度） 

検診料金の 20％ 検診手当（検診及び健

康精査業務に従事し

たとき） 健康精査１人につき 5,000 円 

診断書作成手当（生命

保険に係る診断書を

作成したとき） 
診断書手数料の 50％ 

診療従事手当 病院事業所に勤務する

医師 

麻酔手当（麻酔科に勤

務する医師以外の医

師が他の診療所の依

頼により全身麻酔の

業務に従事したとき）

麻酔科の 20％ 

勤務２時間未満の場合 

１回につき 2,000 円 

勤務２時間以上４時間未満の場合 

１回につき 2,900 円 

夜間看護手当 病院事業所の病棟に勤

務する看護師、助産師若

しくは准看護師 

正規の勤務時間によ

る勤務の一部又は全

部が深夜の場合の看

護等の業務 

勤務４時間以上の場合 

１回につき 3,300 円 

行旅死亡人等処置手当 職員 行旅死亡人又は施設

に入所している者が

死亡したときにその

処置に従事した場合 

１体につき 2,000 円 

平日 

１回につき 3,000 円 

土曜日 

１回につき 1,500～4,500 円 

救急医療待機手当 病院事業所に勤務する

診療放射線技師、臨床検

査技師及び看護師等 

救急医療に従事する

ために待機した場合 

日曜日又は祝日 

１回につき 3,000～5,900 円 

用地取得交渉手当 管財課に勤務する職員

及び管財課の要請を受

けて用地取得のための

交渉の業務に従事する

職員 

用地取得のための交

渉の業務に従事した

場合 日額 470 円 

使用料等収納手当 職員 外勤して使用料、手数

料、分担金その他の税

外諸収入金を収納し

た場合 

日額 200 円 

保育士業務手当 市立保育所の保育士 保育業務に従事した

場合 
月額 7,000 円 

幼稚園業務手当 市立幼稚園の幼稚園教

諭 
教育業務に従事した

場合 月額 5,000 円 
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(5) 時間外勤務手当 
 
 
 
 

(6) その他の手当（１９年４月１日現在） 
 
 
 (6) その他の手当（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支給実績（18 年度決算）                  192,195   千円 

職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算）                    225   千円 

支給実績（17 年度決算）                  224,052  千円 

職員１人当たり平均支給年額（17 年度決算）                    249   千円 

 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同

国の制度と 
異なる内容 

支給実績 
（18年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 
（18年度決算） 

管理又は監督の地位にある

職員の職のうちその特殊性

に基づき支給 

部長級    77,400 円 

管理職手当 

課長級     62,300 円 

異 支給額を規定額

の 70％ 69,817  千円   698,166 円

初任給調整

手当 
医師として採用された職員

に対し経験年数に応じ、月額

268,500 円の範囲内で支給 
同 

 

93,970 千円 2,847,588  円

配偶者     13,000 円

配偶者以外 

配偶者が扶

養親族であ

る場合 

6,000 円 

配偶者が扶

養親族でな

い場合 

6,500 円 

１人目 

配偶者無 

11,000 円 

 

２人目

以降 

１人につき 

6,000 円 

扶養手当 

15 歳に達する日後の最初の

４月１日から 22 歳に達する

日以後の最初の 3 月 31 日ま

での間にある子に加算とな

る額 

１人につき   5,000 円 

同 

 

86,299 千円 231,986  円

自ら居住するため住宅を借

受け、月額 12,000 円を超え

る家賃を支払っている職員 

最高 27,000 円 

住居手当 

当該職員の所有に係る住宅

のうち新築され又は購入の

日から起算して５年を経過

していないもの 

           2,500 円

同 

 

46,752  千円 111,848  円
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手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同

国の制度と 
異なる内容 

支給実績 
（18年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 
（18年度決算） 

休日勤務 

手当 

勤務１時間につき、勤務１ 

時間当りの給与額の 

135/100 

同 

 

10,747 千円 51,421  円

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として午後

10 時から翌日の午前５時ま

での間に勤務する職員に支

給   勤務 1 時間につき、勤

務 1 時間当りの給与額の

25/100 

同 

 

31,586  千円 191,428  円

一般の宿日直  4,200 円 宿日直手当 

医師の当直   20,000 円 
同 

 

11,547  千円 30,710 円

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当の支給を受ける

職員が、臨時又は緊急の必要

その他公務の運営の必要に

より休日等に勤務した場合

に支給   

管理職手当の区分に応じ、

１回につき 4,000 円～

12,000 円 

異 

支給区分 

及び 

支給額 

10,748  千円 597,083  円

毎年 11 月から翌年３月まで

の各月に在勤する職員に支

給（20 年度までの経過措置

あり） 

世帯主で扶養親族のある

職員 

17,800 円 

世帯主で扶養親族のない

職員 

      10,200 円 

寒冷地手当 

 

 

その他の職員 

       7,360 円 

同 

 

55,857  千円 65,101  円

交通機関等（バス等）利用者

の支給限度額 

        55,000 円 

通勤手当 

交通用具（自動車等）利用者

の支給限度額 

        24,500 円 

同 

 

26,654  千円 57,817  円

単身赴任 

手当 

異動等により単身で生活す

る職員に支給 

支給限度額 68,000 円 

同 

 

35  千円 35  千円

災害派遣 

手当 

災害応急対策又は災害復旧

のために十和田市に派遣さ

れた職員に支給。 

滞在期間に応じ、 

１日 3,970 円～6,620 円 

  

― ― 
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５ 特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（注）１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額です。 

    ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年

＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 給料月額等 

（参考）類似団体における最高／最低額 

給

料 

 

市長 

 

副市長 

 

収入役 

 

 

        861,000  円 

（      ―   円） 

      700,000    円 

（       ―   円） 

      636,000   円 

（       ―   円） 

    1,089,000  円 ／    616,000 円 

       

    895,000   円 ／    550,800 円 

 

    810,000     円 ／    536,400  円 

報

酬 

議長 

 

副議長 

 

議員 

 

      450,000   円 

（      ―   円） 

      391,500  円 

（      ―   円） 

      362,000   円 

（      ―   円） 

    690,000     円 ／    269,000 円 

 

    620,000   円 ／   228,000  円 

 

    560,000     円 ／   213,000   円 

市長 

副市長 

収入役 

（18 年度支給割合） 

          3.0 月分 
期

末

手

当 
議長 

副議長 

議員 

（18 年度支給割合） 

          3.0 月分 

退

職

手

当 

 

市長 

副市長 

収入役 

（算定方式）              （１期の手当額）   （支給時期） 

給料月額×月数×52／100                   21,490,560 円    任期満了時 

給料月額×月数×26.5／100                  8,904,000 円    任期満了時 

給料月額×月数×24／100                     7,326,720 円    任期満了時 
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６ 職員数の状況 

 
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

２ [  ]内は条例定数の合計です。 

 

 

 (2) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 .0

2 .0

4 .0

6 .0

8 .0

10 .0

12 .0

14 .0

16 .0

18 .0

20 .0

構成比

５年前の構成比

 

職員数  

平成 18 年 平成 19 年

対前年 

増減数 
主な増減理由 

議 会 

総 務 

税 務 

民 生 

衛 生 

農林水産 

商 工 

土 木 

8 

126 

38 

68 

32 

37 

19 

51 

8

121

37

68

32

35

26

48

0

△5

△1

0

0

△2

7

△3

 

事務の統廃合、縮小による減 

交流職員の受入れによる減 

 

 

事務の統廃合、縮小による減 

組織の見直しによる増 

組織の見直しによる減 

一

般

行

政

部

門 
計 379 375 △4

＜参考＞ 

 人口１万人当り職員数  55.62 人 

（類似団体の人口１万人当りの職員数  61.85 人）

教 育 85 83 △2 指定管理者制度活用による減 

普

通

会

計

部

門 

小 計 464 458 △6

＜参考＞ 

 人口１万人当り職員数  67.93 人 

（類似団体の人口１万人当りの職員数  84.04 人）

病 院 

水 道 

下水道 

その他 

375 

27 

20 

29 

372

27

20

30

△3

0

0

1

事務の民間委託による減 

 

介護予防業務増による増 

 

小 計 451 449 △2  

合 計 
915 

〔1,081〕 

907

〔1,011〕

△8 ＜参考＞ 

 人口１万人当り職員数 134.5 人 

公
営
企
業
等 

会
計
部
門 

部門 
区分 

20 

歳 

未 

満 

20 

～  

23 

24 

～

27 

28 

～  

31 

32 

～  

35 

36 

～  

39 

40 

～  

43 

44

～

47

48

～

51

52

～

55

56

～

59

60 

歳 

以

上 

(％) 
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 (3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 
 ①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）十和田市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率） 

 
 
 
 
 
 
 
② 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （注）１ 計画期間は、17 年～22 年の５年間です。 
     ２ （  ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。 

     ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降、

現年までの職員増減数の累計を示しています。 

区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳

～  

23 歳

24 歳 

～  

27 歳 

28 歳 

～  

31 歳 

32 歳

～  

35 歳

36 歳

～  

39 歳

40 歳

～  

43 歳

44 歳

～  

47 歳

48 歳

～  

51 歳

52 歳 

～  

55 歳 

56 歳 

～  

59 歳 

60 歳 

 

以上 

計 

職員数 

  人 

    4 

  人

22

  人 

65 

  人 

106 

  人

82

  人

69

  人

65

  人

110

  人

143

  人 

118 

 人 

112 

 人 

11 

  人

907

 

平成１７年４月１日 

職員数 

平成２２年４月１日 

職員数 
純減数 純減率 

         人 

948 

         人 

              884 

         人 

64 

         ％ 

6.8 

 

計画期間 

始期 終期 
数値目標 

平成１７年４月１日 平成２２年４月１日 ６４人の減 

 

 17 年 

計画始期 

18 年 

１年目 

19 年 

２年目 

20 年 

３年目 

17 年～22 年 

計 

（参考） 

数値目標 

職員数 392 379 375  ― 361
一般行政 

増 減  △13 △4  △17(54.8%) △31

職員数 96 85 83  ― 75
教育 

増 減  △11 △2  △13(61.9%) △21

職員数 460 451 449  ― 448公営企業 
等会計 増 減  △9 △2  △11(91.7%) △12

職員数 948 915 907  ― 884
計 

増 減  △33 △8  △41(64.1%) △64

区分 
部門 
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７ 公営企業職員の状況 

 (1) 水道事業 
 ①職員給与費の状況 
 ア 決算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

    ２ 職員数は、平成 19年４月１日現在の人数です。 

 
  ②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
③職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

区分 総費用 

(Ａ) 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

(Ｂ) 

総費用に占める 

職員給与費比率 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

17年度の総費用に占

める職員給与費比率 

18年度       千円 

1,586,693  

千円

88,236 

      千円

166,078 

        ％

10.5 

        ％ 

          11.7 

 

給与費  

区分 

 

職員数 

(Ａ) 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ) 

一人当たり 

給与費 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

市町村平均 

一人当たり給与費

18年度   人 

   27 

    千円 

105,255 

千円

17,724 

千円

43,099 

千円

166,078 

千円 

6,151 

 

千円

6,895 

 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

十和田市水道事業      43.3  歳      339,971 円     512,456   円 

団体平均      45.3  歳       375,666 円     572,943  円 

十和田市水道事業 十和田市一般行政職 

１人当たり平均支給額（18年度） 
              1,596  千円 

１人当たり平均支給額（18年度） 
              1,623  千円 

(18年度支給割合) 
 期末手当     勤勉手当 
  3.00 月分    1.45 月分 
（ 1.60）月分  （ 0.75）月分 

(18年度支給割合) 
 期末手当     勤勉手当 
  3.00 月分    1.45 月分 
（ 1.60）月分  （ 0.75）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算 5~15％加算 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算 5~15％加算 

団体平均（市町村平均） 
１人当たり平均支給額（18年度） 
             1,785   千円

（注）（ ）内は、再任用職員に 

係る支給割合です。 
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イ 退職手当（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ウ 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 
※平成 18年度に見直しを行い、３種類あった手当が平成 19年４月から１種類になりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
エ 時間外勤務手当 

 
 
 
 
 
  （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 
オ その他の手当（１９年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十和田市水道事業 十和田市一般行政職 

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 20 年            23.50  月分    30.55  月分

勤続 25 年            33.50  月分    41.34  月分

勤続 35 年            47.50  月分    59.28 月分

最高限度額            59.28  月分    59.28 月分

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置 2～20％ 

1 人当たり平均支給額   ― 千円        ―   千円

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 20 年            23.50  月分    30.55  月分

勤続 25 年            33.50  月分    41.34  月分

勤続 35 年            47.50  月分    59.28 月分

最高限度額            59.28  月分    59.28 月分

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置 2～20％ 

1 人当たり平均支給額  679 千円       25,960 千円

 （注）１ 退職手当の１人当たり平均支給額は、18 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

       ２ 水道事業の退職者は１人のため掲載を省略します。 

支給実績（18 年度決算） 372   千円 

員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 21,859  千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（18 年度） 63.0     ％ 

手当の種類（手当数）                     １ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

上下水道料金収納

手当 

職員 外勤して水道料金を収納したとき 日額 200 円 

支給実績（18 年度決算） 5,940     千円

職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 247     千円

支給実績（17 年度決算） 8,508     千円

職員１人当たり平均支給年額（17 年度決算） 327     千円

手当名 内容及び支給単価 
一般行政

職の制度

との異同

一般行政職の制

度と異なる内容

支給実績 
（18年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 
（18年度決算） 

管理又は監督の地位にあ

る職員の職のうちその特

殊性に基づき支給 

部長級    77,400 円 

管理職手当 

課長級     62,300 円 

同 

 

1,579  千円 526,488  千円
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配偶者    13,000 円 

配偶者以外 

配偶者が扶

養親族であ

る場合 

6,000円 

配偶者が扶

養親族でな

い場合 

6,500円 

１人目 

配偶者無 

11,000円 

 

２人目

以降 

１人につき 

6,000円 

扶養手当 

15 歳に達する日後の最初

の４月１日から 22 歳に達

する日以後の最初の3月31

日までの間にある子に加

算となる額 

１人につき   5,000 円 

同 

 

4,896  千円 349,679 千円

自ら居住するため住宅を

借受け、月額 12,000 円を

超える家賃を支払ってい

る職員 

最高 27,000 円 

住居手当 

当該職員の所有に係る住

宅のうち新築され又は購

入の日から起算して５年

を経過していないもの 

          2,500 円 

同 

 

2,013  千円 95,857 千円

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として午

後 10 時から翌日の午前５

時までの間に勤務する職

員に支給   勤務 1 時間に

つき、勤務 1時間当りの給

与額の 25/100 

同 

 

0 千円 0 千円

一般の宿日直  4,200 円 宿日直手当 

医師の当直   20,000 円 
同 

 

0 千円 0 千円

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当の支給を受ける

職員が、臨時又は緊急の必

要その他公務の運営の必要

により休日等に勤務した場

合に支給   

管理職手当の区分に応

じ、１回につき 4,000 円

～12,000 円 

同 

 

0 千円 0 千円
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 ④定員管理の数値目標及び進捗状況 
ア 平成１８年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

 
 
 
 
 
（参考）十和田市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率） 

 
 
 
 
 
 
イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

 
 
 
 
 
 
（注）１ 計画期間は、17 年～22 年の５年間です。 

     ２ （  ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。 

     ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降、

現年までの職員増減数の累計を示します。 

毎年 11 月から翌年３月ま

での各月に在勤する職員に

支給（20 年度までの経過措

置あり） 

世帯主で扶養親族のあ

る職員   17,800 円 

世帯主で扶養親族のな

い職員   10,200 円 

寒冷地手当 

 

 

その他の職員 

       7,360 円 

同 

 

2,028  千円 75,111 千円

交通機関等（バス等）利用

者の支給限度額 

        55,000 円 

通勤手当 

交通用具（自動車等）利用

者の支給限度額 

        24,500 円 

同 

 

896 千円 56,000 千円

単身赴任 

手当 

異動等により単身で生活す

る職員に支給 

支給限度額 68,000 円 

同 

 

0 千円 0 千円

平成１７年４月１日 

職員数 

平成２２年４月１日 

職員数 
純減数 純減率 

         人 

28 

         人 

27 

         人 

        1 

         人 

3.6 

計画期間 

始期 終期 
数値目標 

平成１７年４月１日 平成２２年４月１日 １人の減 

 17 年 

計画始期 

18 年 

１年目 

19 年 

２年目 

20 年 

３年目 

17年～22年 

計 

（参考） 

数値目標 

職員数 28 27 27  ― 27 公営企業

等会計 

（水道） 増 減  △1 0 
 

△1(100%) 
 

区分 
部門 
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 (2) 下水道事業 
 ①職員給与費の状況 
ア 決算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

    ２ 職員数は、平成 19年４月１日現在の人数です。 

 
②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
③職員の手当の状況 
ア 期末手当・勤勉手当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区分 総費用 

(Ａ) 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

(Ｂ) 

総費用に占める 

職員給与費比率 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

17年度の総費用に占

める職員給与費比率 

18年度       千円 

2,229,563  

千円

△711,327 

      千円

127,425 

        ％

5.6 

        ％ 

5.4 

給与費  

区分 

 

職員数 

(Ａ) 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ) 

一人当たり 

給与費 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

市町村平均 

一人当たり給与費

18年度   人 

21 

    千円 

80,429 

千円

11,672 

千円

32,324 

千円

124,425 

千円 

5,925 

 

千円

6,866 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

十和田市下水道事業          41.9  歳      329,673  円     493,749   円 

団体平均          44.4  歳      373,334  円     571,401   円 

十和田市下水道事業 十和田市一般行政職 

１人当たり平均支給額（18年度） 
             1,539  千円 

１人当たり平均支給額（18年度） 
              1,623  千円 

(18年度支給割合) 
 期末手当     勤勉手当 
  3.00 月分    1.45 月分 
（ 1.60）月分  （ 0.75）月分 

(18年度支給割合) 
 期末手当     勤勉手当 
  3.00 月分    1.45 月分 
（ 1.60）月分  （ 0.75）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算 5~15％加算 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
 役職加算 5~15％加算 

団体平均（市町村平均） 
１人当たり平均支給額（18年度） 
             1,766  千円 

（注）（ ）内は、再任用職員に 

係る支給割合です。 
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イ 退職手当（１９年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 
  ※平成 18年度に見直しを行い、３種類あった手当が平成 19年４月から１種類になりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 時間外勤務手当 

 
 
 
 
 
  （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 
オ その他の手当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十和田市下水道事業 十和田市一般行政職 

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 20 年            23.50  月分    30.55  月分

勤続 25 年            33.50  月分    41.34  月分

勤続 35 年            47.50  月分    59.28 月分

最高限度額            59.28  月分    59.28 月分

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置 2～20％ 

1 人当たり平均支給額    0 千円          0  千円 

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 20 年            23.50  月分    30.55  月分

勤続 25 年            33.50  月分    41.34  月分

勤続 35 年            47.50  月分    59.28 月分

最高限度額            59.28  月分    59.28 月分

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置 2～20％ 

1 人当たり平均支給額  679 千円       25,960 千円

 （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、18 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

支給実績（18 年度決算） 384   千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 29,554     円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（18 年度） 61.9      ％ 

手当の種類（手当数）                                   １ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

上下水道料金収納

手当 

職員 外勤して水道料金を収納したとき 日額 200 円 

支給実績（18 年度決算） 3,858     千円

職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 203     千円

支給実績（17 年度決算） 4,242     千円

職員１人当たり平均支給年額（17 年度決算） 212     千円

手当名 内容及び支給単価 
一般行政

職の制度

との異同

一般行政職の

制度と異なる

内容 

支給実績 
（18年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 
（18年度決算） 

管理又は監督の地位にある

職員の職のうちその特殊性

に基づき支給 

部長級     77,400 円

管理職手当 

課長級     62,300 円

同 

 

452  千円 452,223  円
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手当名 内容及び支給単価 
一般行政

職の制度

との異同

一般行政職の

制度と 
異なる内容 

支給実績 
（18年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 
（18年度決算）

配偶者      13,000 円 

配偶者以外 

配偶者が扶養親

族である場合 

6,000 円

配偶者が扶養親

族でない場合 

6,500 円

１人目 

配偶者無 

11,000 円

 

２人目

以降 

１人につき 

6,000 円

扶養手当 

15 歳に達する日後の最初の４

月１日から 22 歳に達する日以

後の最初の 3 月 31 日までの間

にある子に加算となる額 

１人につき     5,000 円

同 

 

2,649  千円 240,818  円

自ら居住するため住宅を借受

け、月額 12,000 円を超える家

賃を支払っている職員 

最高 27,000 円

住居手当 

当該職員の所有に係る住宅の

うち新築され又は購入の日か

ら起算して５年を経過してい

ないもの 

            2,500 円 

同 

 

2,176  千円 155,429  円

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として午後 10

時から翌日の午前５時までの

間に勤務する職員に支給   勤

務 1時間につき、勤務 1時間当

りの給与額の 25/100 

同 

 

0  千円 0  円

一般の宿日直    4,200 円宿日直手当 

医師の当直     20,000 円
同 

 
0  千円 0  円

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当の支給を受ける職

員が、臨時又は緊急の必要その

他公務の運営の必要により休

日等に勤務した場合に支給  

管理職手当の区分に応じ、１

回につき4,000円～12,000円

同 

 

0  千円 0  円
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④定員管理の数値目標及び進捗状況 

  ア 平成１８年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 
 
 
 
 
 
（参考）十和田市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率） 

 
 
 
 
 
 
イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

 
 
 
 
 
 

（注）１ 計画期間は、17 年～22 年の５年間です。 

     ２ （  ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。 

     ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降、

現年までの職員増減数の累計を示します。 

毎年 11 月から翌年３月ま

での各月に在勤する職員

に支給（20 年度までの経過

措置あり） 

同 

 

 

 

世帯主で扶養親族のあ

る職員   17,800 円 

世帯主で扶養親族のな

い職員   10,200 円 

寒冷地手当 

 

 

その他の職員 

       7,360 円 

  1,532  千円 72,916  円

交通機関等（バス等）利用

者の支給限度額 

        55,000 円 

通勤手当 

交通用具（自動車等）利用

者の支給限度額 

        24,500 円 

同 

 

621  千円 44,400  円

単身赴任 

手当 

異動等により単身で生活

する職員に支給 

支給限度額 68,000 円 

同 

 

0  千円 0  千円

 

平成１７年４月１日 

職員数 

平成２２年４月１日 

職員数 
純減数 純減率 

         人 

21 

         人 

20 

         人 

               1 

         人 

4.8 

 

計画期間 

始期 終期 
数値目標 

平成１７年４月１日 平成２２年４月１日 １人の減 

 17 年 

計画始期 

18 年 

１年目 

19 年 

２年目 

20 年 

３年目 

17年～22年 

計 

（参考） 

数値目標 

職員数 21 20 20  ― 20 公営企業

等会計 

（下水道） 増 減  △1 0  △1（100%）  

区分 
部 門


